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平成２９年度　　樺戸郡浦臼町農業委員会

第5回　（１2月）会議録
招　集　期　日 平成29年12月18日 15時00分 場所 行政センター　委員会室

開 閉 会
開会 平成29年12月18日 15時00分 招 集 者 日 下 文 雄

日 時 及 び

宣 告 者
閉会 平成29年12月18日 15時40分 会 長 日 下 文 雄

会　　長 日 下 文 雄 職 務 代 理 畑 山 証

　　　　　　　　　　委　員　の　応　招　、　並　び　に　出　席　状　況

氏　　　　名 出欠 氏　　　　名 出欠 氏　　　　名 出欠

畑 山 証 出席 高 田 輝 雄 出席 中 川 清 美 出席

静 川 広 巳 出席 三 宮 憲 一 出席 三 次 博 之 出席

鎌 田 和 久 出席 折 坂 義 一 出席 日 下 文 雄 出席

位 田 勝 出席 東 藤 晃 義 出席

今 田 厚 子 出席 森 川 敏 昭 出席

農業委員会事務局職員 事務局長 大 平 英 祐 書　　記 主査： 木村秀幸

　　　　　　　議　案　説　明　の　た　め　出　席　し　た　者　の　職　氏　名

　　　　　　　　　　　　議　事　日　程　並　び　に　会　議　事　件

日程第１ 会期の決定について

日程第２ 会議録署名委員の指名について １０番　森川　委員、　　１１番　　中川委員

日程第３ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について

日程第４ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について



議事の顛末

議 長 会長挨拶

それでは、定数に達しているので、只今より第５回浦臼町農業委員会

総会を開催いたします。 直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会期を定めることについてを議題とします。本日の第５回

浦臼町農業委員会の会期は、平成２９年１２月１８日、本日１日とする

ことにご異議ございませんか。

全委員 異議なし。

議 長 異議なしと認めます。よって会期は本日１日限りと決定いたします。

日程第２ 会議録署名委員の指名ですが、議長が指名することでご異

議ございませんか。

全委員 異議なし。

議 長 それでは、１０番 森川委員、１１番 中川委員、よろしくお願いし

ます。 日程第３以降につきましては、事務局長より説明します。

第５回浦臼町農業委員会総会の議事につきまして、局 長

日程第３、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による合意

解約について２件、でございます。

日程第４、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請につ

いて、使用貸借１件、経営譲渡６件、でございます。

これらの審議を賜りたいと存じます。以上です。

以上で説明が終わりました。それでは順次議題に入ります。議 長

日程第３、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による合意

解約についてを議題とします。事務局より２件続けて説明をお願

いします。

事務局 議案の１ページをお開き願います。

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について

下記の者から農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知があ

りましたので報告いたします。

平成２９年１２月１８日報告 浦臼町農業委員会会長 日下 文雄

１．土地及び関係人の表示

所在は 「字・・・ 番地・・・」 ほか ２６筆。

地目については公簿、現況ともに一覧のとおりで、



農地の面積は 「田」 で ・・・平方メートル、

「畑」 で ・・・平方メートル、

農地の合計は ・・・平方メートルです。、

貸主は「・・・・」さん。借主は「・・・・」さんです。

摘要は合意解約。

農地法第３条 使用貸借 許可番号・・・号。

昭和５９年８月２１日からの使用貸借でしたが、平成 年 月 日に29 11 29
合意解約の通知書が提出されております。

図面は２ページから４ページになります。

場所は晩生内地区で ・・地区の自宅周辺から北西の・・市街地区に位置、

する農地であります。

合意解約した農地については、本日の議案にも提出いたしますが ・・・、

・さんへの経営譲渡の前段としての合意解約であります。

議案１ページの説明は以上であります。

続きまして、議案の５ページをお開き願います。

１．土地及び関係人の表示

所在は 「字晩生内 ・・・番地・・」 ほか ６筆。

地目については公簿、現況ともに一覧のとおりで、

農地の面積は 「田」 で・・・平方メートルです。

貸主は「・・・・ 。借主は「・・・・」さんです。」

摘要は合意解約。強化法 ２５賃２。

平成２５年９月３０日からの賃借でしたが、平成２９年１２月１日に合

意解約の通知書が提出されております。

図面は６ページ・７ページになります。

場所は・・地区で、ライスセンターを中心に南北に位置している農地で

あります。

合意解約した農地については、本日の議案にも提出いたしますが ・・・、

・さんへの経営譲渡の前段としての合意解約であります。

議案５ページの説明は以上であります。

只今、説明のありました件について、ご意見、ご質問をお受けし議 長

ます。

ありません。異議無し。全委員

、 、 。議 長 それでは この２件の合意解約については 報告通り承認します

日程第４、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請につ議 長

いてを議題とします。事務局の説明をお願いします。



事務局 議案の８ページをお開き願います。

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

下記の者から農地法第３条の規定による許可申請書の提出がありましたので、

意見を求めます。

平成２９年１２月１８日提出 浦臼町農業委員会会長 日下 文雄。

１．土地及び関係人の表示

所在は「字キナウスナイ・・番地・・」 ほか４筆。

地目については公簿、現況は一覧のとおりで、

農地の面積は「田」で ・・・平方メートルです。

貸主は「・・・・」さん、借主は「・・・・」さんです。

貸付、借受理由は 「受贈地を使用貸借」使用期間は、１０年間です。、

図面は９ページになります。

場所は・・地区で ・・園の南側に位置するトイ沼に隣接している農地で、

あります。

農地法第３条第２項の各号の判断ですが、１０ページに調査書を添付し

ておりますとおり、各号に該当しないため、許可要件を全て満たしてお

ります。議案８ページの説明は以上でございます。

議 長 只今、説明のありました件について、ご意見、ご質問をお受けします。

全委員 ありません。異議無し。

議 長 それでは、この件については、許可することで決定いたします。

（ ） （ ） 。次に１１ページ 貸主 ・・・・ 借主 ・・・・について審議いたします

事務局の説明をお願いします。

事務局 議案の１１ページをお開き願います。

１．土地及び関係人の表示

所在は「字ヲソキナイ・・番地・・」 ほか２６筆。

地目については公簿、現況は一覧のとおりで、

農地の面積は「田」で・・・平方メートル、

「畑」で・・・平方メートル、

農地の合計は・・・平方メートルです。

貸主は「・・・・」さん、借主は「・・・・」さんです。

貸付、借受理由は 「経営譲渡による使用貸借」使用期間は、１０年間で、

す。図面は１２ページから１４ページになります。

場所は報告第１号の内容と同様ですので、割愛いたします。

農地法第３条第２項の各号の判断ですが、１５ページに調査書を添付し

ておりますとおり、各号に該当しないため、許可要件を全て満たしてお



ります。議案１１ページの説明は以上でございます。

議 長 これより、この件について、ご意見、ご質問をお受けします。

全委員 ありません。異議無し。

議 長 それでは、この件につきましては、許可することで決定いたします。

（ ） （ ） 。次に１６ページ 貸主 ・・・・ 借主 ・・・・について審議いたします

事務局の説明をお願いします。

事務局 議案の１６ページをお開き願います。

１．土地及び関係人の表示、

所在は「字浦臼内・・・番地・・」 ほか１８筆。

地目については公簿、現況は一覧のとおりで、

農地の面積は「田」で・・・・平方メートル、

「畑」で・・・平方メートル、

農地の合計は・・・・平方メートルです。

貸主は「・・・・」さん、借主は「・・・・」さんです。

貸付、借受理由は 「経営譲渡による使用貸借」使用期間は、１０年間で、

す。図面は１７ページから１９ページになります。

場所は・・地区で、自宅周辺の・・地区と北東の沼に位置する農地であ

ります。

農地法第３条第２項の各号の判断ですが、２０ページに調査書を添付し

ておりますとおり、各号に該当しないため、許可要件を全て満たしてお

ります。議案１６ページの説明は以上でございます。

議 長 これより、この件について、ご意見、ご質問をお受けします。

全委員 ありません。異議無し。

議 長 それでは、この件につきましては、許可することで決定いたします。

（ ） （ ） 。次に２１ページ 貸主 ・・・・ 借主 ・・・・について審議いたします

事務局の説明をお願いします。

事務局 議案の２１ページをお開き願います。

１．土地及び関係人の表示、 所在は「字晩生内・・番地・・」 ほか

１１筆。地目については公簿、現況は一覧のとおりで、

農地の面積は「田」で・・・平方メートル、

「畑」で・・・平方メートル、

農地の合計は・・・・・平方メートルです。



貸主は「・・・・」さん、借主は「・・・・」さんです。

貸付、借受理由は 「経営譲渡による使用貸借」使用期間は、１０年間で、

す。図面は２２ページから２４ページになります。

場所は・・地区で、自宅周辺の・・地区と北側の道線沿に面する農地で

あります。

農地法第３条第２項の各号の判断ですが、２５ページに調査書を添付し

ておりますとおり、各号に該当しないため、許可要件を全て満たしてお

ります。議案２１ページの説明は以上でございます。

議 長 これより、この件について、ご意見、ご質問をお受けします。

全委員 ありません。異議無し。

議長 それでは、この件につきましては、許可することで決定いたします。

（ ） （ ） 。次に２６ページ 貸主 ・・・・ 借主 ・・・・について審議いたします

事務局の説明をお願いします。

事務局 議案の２６ページをお開き願います。

１．土地及び関係人の表示、 所在は「字浦臼内・・番地・・」 ほか

３２筆。地目については公簿、現況は一覧のとおりで、

農地の面積は「田」で・・・平方メートル、

「畑」で・・・平方メートル、

農地の合計は ・・・・平方メートルです。

貸主は「・・・・」さん、借主は「・・・・」さんです。

貸付、借受理由は 「経営譲渡による使用貸借」使用期間は、１０年間で、

す。図面は２７ページから３１ページになります。

場所は・・地区で、自宅周辺と北東の・・地区、南側のライスセンター

周辺、南西の沼の下流の沼の吐き出しに面する農地であります。

農地法第３条第２項の各号の判断ですが、３２ページに調査書を添付し

ておりますとおり、各号に該当しないため、許可要件を全て満たしてお

ります。議案２６ページの説明は以上でございます。

これより、この件について、ご意見、ご質問をお受けします。

議長

ありません。異議無し。

全委員

それでは、この件につきましては、許可することで決定いたします。

（ ） （ ） 。議長 次に３３ページ 貸主 ・・・・ 借主 ・・・・について審議いたします

事務局の説明をお願いします。



議案の３３ページをお開き願います。

事務局 １．土地及び関係人の表示

所在は「字於札内・・・番地・」 ほか６０筆。

地目については公簿、現況は一覧のとおりで、

農地の面積は「田」で・・・平方メートル、

「畑」で・・・平方メートル、

農地の合計は ・・・・平方メートルです。

貸主は「・・・・」さん、借主は「・・・・」さんです。

貸付、借受理由は 「経営譲渡による使用貸借」使用期間は、１０年間で、

す。図面は３４ページから３７ページになります。

場所は・・地区で、自宅周辺を中心に東側の堰堤沿いと北東の水機場に

隣接する農地であります。

農地法第３条第２項の各号の判断ですが、３８ページに調査書を添付し

ておりますとおり、各号に該当しないため、許可要件を全て満たしてお

ります。議案３３ページの説明は以上でございます。

これより、この件について、ご意見、ご質問をお受けします。

議長

ありません。異議無し。

全委員

それでは、この件につきましては、許可することで決定いたします。

（ ） （ ） 。議 長 次に３９ページ 貸主 ・・・・ 借主 ・・・・について審議いたします

事務局の説明をお願いします。

議案の３９ページをお開き願います。

事務局 １．土地及び関係人の表示

所在は「字晩生内・・番地・・」 ほか６２筆。

地目については公簿、現況は一覧のとおりで、

農地の面積は「田」で・・・平方メートル、

委員３番 「畑」で・・・平方メートル、

農地の合計は・・・・平方メートルです。

貸主は「・・・・」さん、借主は「・・・・」さんです。

貸付、借受理由は 「経営譲渡による使用貸借」使用期間は、１０年間で、

す。図面は４０ページから４２ページになります。

事務局 場所は・・地区で、町道沢線に面した農地であり、自宅周辺と自宅の北

東部に位置する農地であります。

農地法第３条第２項の各号の判断ですが、４３ページに調査書を添付し

ておりますとおり、各号に該当しないため、許可要件を全て満たしてお

ります。議案３９ページの説明は以上でございます。

これより、この件について、ご意見、ご質問をお受けします。



議 長

ありません。異議無し。

全委員

それでは、この件につきましては、許可することで決定いたします。

議 長

以上で本日提案されました議案は、全て審議終了しました。

議 長 これをもちまして、第５回浦臼町農業委員会総会を閉会致します。


